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第  ５  回  大  山  町  議  会  定  例  会  会  議  録（第３日）  

平成２２年６月２３日（水曜日）  

                                                       

議事日程  

平成２２年６月２３日午前９時３０分  開議  

1．開議宣告                                               

日程第  １     一  般  質  問   

通告

順  

議 席

番号  
氏    名  質        問        事        項  

  9 3 大  森  正  治  
1．「すくすく子育て支援医療費助成」の拡充を  

2．住宅リフォーム助成で地域経済の活性化を  

10 1 竹  口  大  紀  

1．町営住宅の今後  

2．町長交代で滞っている案件  

3．子どもの髄膜炎予防  

11 10 岩井  美保子  1．町民の思いが町長にしっかりと届いているか  

 

                                      

本日の会議に付した事件  

議事日程に同じ  

                                                    

出席議員（１８名）  

１番  竹  口  大  紀      ２番  米  本  隆  記  

３番  大  森  正  治      ４番  杉  谷  洋  一  

５番  野  口  昌  作      ６番  池  田  満  正  

７番  近  藤  大  介      ８番  西  尾  寿  博  

（９時３４分遅参）  

９番  吉  原  美智恵     １０番  岩  井  美保子   

１１番  諸  遊  壌  司     １２番  足  立  敏  雄  

１３番  小  原  力  三     １４番  岡  田    聰  

１５番  椎  木    学     １６番  鹿  島    功     

 １７番  西  山  富三郎     １８番  野  口  俊  明   

                                         

欠席議員（なし）  
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事務局出席職員職氏名  

局長  ………………  諸  遊  雅  照       書記  ………………  柏  尾  正  樹  

                                        

説明のため出席した者の職氏名  

町長  …………………森  田  増  範      教育長  ………………山  根    浩

副町長…………………小  西  正  記        教育次長………………狩  野    実  

総務課長  …………  押  村  彰  文      社会教育課長  ………手  島  千津夫  

中山支所総合窓口課長…澤  田   勝      幼児教育課長  ………高  木  佐奈江  

大山支所総合窓口課長…岡  田   栄      学校教育課長…………林  原  幸  雄   

企画情報課長  ………  野  間  一  成      税務課長  ……………小   谷   正   寿  

建設課長……………  池  本  義  親      農林水産課長  ………山  下  一  郎  

水道課長  …………  坂  田   修       住民生活課長…………中  田  豊  三   

福祉介護課長  ………  戸  野  隆  弘         観光商工課長…………福  留  弘  明    

保健課長……………  斎   藤    淳       人権推進課長…………門  脇  英  之  

農業委員会事務局長…近  藤  照  秋       地籍調査課長…………種   田   順   治                        

教育委員長……………伊  澤   百   子  

                                       

午前９時３０分  開会  

     開議宣告  

○議長（野口俊明君）  おはようございます。ただ今から、三日目の定例会を開会

いたします。ただ今の出席議員数は１７名、１７人です。定足数に達しております

ので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。本日は、昨日に引き続き一般質問を行います。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１  一般質問  

○議長（野口俊明君） 日程第１、一般質問を行います。通告順に発言を許します。

３番  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  はい、議長３番。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君） おはようございます。２日目の１番手ということで、

爽やかな質問をしたいと思っております。よろしくお願いします。  

今回わたしは、町民の皆さんの暮らしを応援する、ふたつの提案をして、町長の

考えをお伺いしたいと思います。  

まず１点目ですけども、まず一つ目の質問でございますが、「すくすく子育て支援

医療費助成」の拡充をと、そういうテーマで子どもの医療費の助成について質問を

いたします。  
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 わが大山町では、子育て支援政策の一つとして、２００８年度、平成２０年度か

ら、通院、入院とも、中学校卒業まで、一部負担金を除く医療費の２分の１を補助

する事業が、事業に拡充され、さらにですね、新町長になられた、森田町長になっ

てからですけども、昨年６月からは、その２分の１の補助から、全額補助に拡充さ

れたところです。  

 これにともなって、「すくすく子育て支援医療費助成」事業を利用される件数が、

増加しております。担当課の資料によりますと、平成２０年度は５５０件だったん

ですけども、それが昨年の平成２１年度には８４０件と、１．５倍の利用件数にな

っています。  

この増加の要因ですけども、担当課の方ともちょっと話ししまして、「さぁなんで

しょうね」ということでしたけど、はっきりした言い方はできないけど、というこ

とでしたが、わたしも思いますのに、全額助成になって、申請者が増えたこと。ひ

とつあるんじゃないかなと思います。また、医療機関にかかる自己規制が減って、

早めの受診が増えたことが、考えられるんじゃないかというふうに思います。この

子どもの医療費助成の拡充によって、保護者の皆さん、本当に喜んでいらっしゃい

ます。わたしが聞いた範囲でも。さらにこの事業を拡充していくこと、それは子育

て支援の一環として、非常に重要で意義あることとわたしは思います。それは、大

山町に住んでよかったなぁと、大山町で子育てする喜びを、実感してもらえるから

であると思います。  

そこでですね、この「すくすく子育て支援医療費助成」事業をさらに、前に進め

るためにですね、現行では申請方式になっています。医療費、医療費代が、つまり、

償還払い方式から医療費受給を証明する資格証を医療機関の窓口に提示するだけで

助成が受けられるように改善すべきだと考えます。保護者にとっては、申請に行く

手間が省けるわけですから、保護者に歓迎されることは、受け合いだと思います。

このことを、１点目の提案として伺いたいと思います。  

そして、ふたつ目、２点目の提案としてですね、小学校入学前までの特別医療費

助成、これがありますけども、この特別医療費助成も含めてですね、現行の一部負

担金、つまり通院では１カ月まで１回５３０円。それから、入院が１日１，２００

円、これ負担されているわけですけども、この負担金をゼロにしてですね、完全に

全額助成するということです。これを実施しても、町の財政的な負担は、僅かでな

いかなというふうに推測できるわけです。この完全助成することに対しては国から

の規制があるようですけども、それを排除しても、実施する価値がわたしは十分あ

ると考えますが、町長、いかがお考えでしょうか。以上、２点について、この「す

くすく子育て支援医療費助成」拡充をということで、町長の所見を伺います。  

（近藤大介議員  ９時３４分遅参）  

○町長（森田増範君）  議長。  
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○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  はい。おはようございます。そうしますと、２日目のトッ

プバッターということで、大森議員さんの「すくすく子育て医療費助成の拡充につ

いて」ということにつきましてお答えをさせていただきたいと思います。  

本町の子育て支援医療費助成の取り組みにつきましては、先ほど述べられました

とおり、現在では、小・中学生の医療費を一部負担を除いた全額を助成して、子育

て世帯の負担の軽減を図ってきたところでございます。ご質問の趣旨は、その制度

の改善なり拡充についてのご提案でございました。それぞれお答えをさせていただ

きと思います。  

 まず１点目の、特別医療費助成制度と同様に資格証の提示により、受診の際に窓

口での支払いをしなくてもよい方法にできないかという提案でございました。  

 県の制度であります特別医療費助成制度では、県と医師会、社会保険診療報酬支

払基金、また国民健康保険団体連合会等との契約によって、県内の医療機関につい

ては、資格証の提示で受診できるようになっております。  

 町でも、利用される方の利便性を図るため、この方法を検討したことがございま

す。しかし、これを町単独で行うには、町が医師会あるいは個々の医療機関、合わ

せて各保険者と契約をしなければならないところでございます。特に医療機関との

交渉と契約に係る事務は、単町では相当に困難合わせて膨大な事務と業務となると

ころでございます。  

 また、社会保険診療報酬支払基金につきましては、町で資格証を発行した場合の

対応を行うことが可能とのことでしたけれども、国民健康保険団体連合会につきま

しては、対応できないということでございます。このようなことから、資格証の仕

組みを単町で導入することは、現実的に困難であると判断をしているところでござ

います。   

ところが現在、鳥取県では、来年度から特別医療制度での対象を小中学生まで拡

大する案を示され、市町村に意見を求めております。もしこの案により実施される

ということになりますと、現在、単町で行っております医療費助成の部分が、その

まま特別医療費助成制度でカバーされることとなり、資格証の問題も合わせて、解

決されることになると思っております。   

報道でも伝えられておりますけれども、平井県知事さん、この拡充案の提案にあ

たり、「助成制度を全国のトップレベルに引き上げたい」と、実現に向けて意気込み

を示しておられるところでもございます。   

もちろん大山町は、県の示した案に賛同する形で、賛同する立場で、協議に臨ん

でいるところでございます。議員さんのご提案が、特別医療費助成制度の拡充とい

う形で実現できますよう、町としても尽力していく所存でございますので、ご理解

を賜りたいと思います。   
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次に、質問の二つ目でございます「特別医療費助成も含めて、一部負担金をゼロ

にし、全額助成をすべきと考えるか、どうか」ということについてでございます。  

鳥取県の特別医療費助成事業では現在、通院につきましては医療機関毎に１日あ

たり５３０円、月４日分の２，１２０円を上限として、また入院につきまして、医

療機関毎に１日あたり１，２００円が、それぞれ一部負担となっているところでご

ざいます。町の助成事業でも、これと同じ負担をしていただくようにいたしている

ところでございます。  

町といたしましては、適正な受診により、制度の円滑な運営と維持を図るという

観点から、基本的に受けられた医療サービスについて、ある程度の負担をしていた

だくことは必要であろうと考えているところでございます。そのうえで、現在の特

別医療費助成事業での負担額、またこれに合わせております町の事業での自己負担

額を考えてみますと、これは最小限の自己負担分として、妥当な範囲内であろうと

認識をいたしているところでございます。ご理解を賜りますように、よろしくお願

い申し上げます。以上であります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  えっと、１点目の点についてですが、資格証のよう

なものを提示するだけで、いいのじゃないかということに対して、わたしはちょっ

とその今の説明の中で、かなり細かい詳しいことがあって、専門的なことがあって、

分からない部分があるのですけども、もうちょっとこう詳しく説明していただけれ

ばありがたいですが、ちょっと理解できないんですよね。その資格証の仕組みを単

町で導入することには、現実的に困難であるっていうのが、分からないのですよね、

その前に縷々説明されましたけども、単純に考えればですね、今のその単町でやっ

ている「すくすく子育て医療費助成」のほかに、特別医療費の助成がありますよね

ぇ。これ就学前までの。特別医療費助成、特別医療受給資格証、まぁ、小児等とい

うのがあって、これ、色々な方の場合があるようですけども、これを提示するだけ

で、窓口であのまぁ一部負担金を払うだけで、あとは申請しなくてもいいわけです

よねぇ。これはできるのに単町でやるこの「子育て医療費助成」の場合には、でき

ないというのはよう分からないんですけども、もうちょっとそこを詳しく説明して

いただけないでしょうかね。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  大森議員さんの質問に詳しくということでございます。担

当課長の方から、述べさせていただきたいと思います。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  議長、福祉介護課長。  

○議長（野口俊明君）  戸野福祉介護課長。  
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○福祉介護課長（戸野隆弘君）  今のご質問にお答えをさせていただきます。困難

点という点でございますけども、通常多くの医療機関を対象とする依頼につきまし

ては、まず医師会にお伺いを立てて、そこでご了解をいただけましたら、医師会を

通じて協力医療機関を募っていただくと、その後協力をいただけるという医療機関

については、町の方から個々に説明とお願いに行く必要がございます。昨年の新型

インフルエンザの予防接種のように、市町村がですね、まとまって、ある程度統一

した内容で交渉できますときは別としまして、単町で個別のことで、例えば新規の

予防接種を始めるようなときには、仮に契約を医師会がしていただくということに

なりましても、先ほど言いましたように、個々の医療機関への説明は必要になって

まいります。  

その際、医療機関を通じた場合にですね、どこどこの医療機関ということを町で

指定することはできません。あくまで医師会が募られて手を挙げられたところにす

べて対象にさしていただかなければならないということになります。新型インフル

エンザの予防接種がこのたびあったわけですけど、その時には内科と小児科を中心

とした医療機関でしたけども、西部医師会内だけで１００近く、まあ大山町の場合

は中部医師会内の医療機関の利用もさしていただいております。  

これが小児の医療ということになりますと、歯科医とか皮膚科、耳鼻科、眼科、

これらの医療機関も加わりますので、相当の医療機関の数になります。そういう意

味で、この業務については、そういう形をとった場合に、非常に単町では困難性が

あるということです。  

 また、医師会を通じずにですね、例えば町内ですとか、一部の医療機関にお願い

してするという方法もございます。その場合は、町内と大山町の場合は、中部の医

療機関も一部必要かと思いますけども、あの通常は、個別にするときにはそうする

場合、しておりますけども、この小児の医療機関の場合ですね、多くは専門の小児

科とかですね、皮膚科、眼科、耳鼻科とかそういうところの受診が多い実態がござ

います。あの、ちなみに町内の診療所だけで、対応できないかということ検討した

ときがありますけども、実際に受診をされている方は、一割もないという状況でご

ざいましたので、そういう一部の医療機関を限定としても難しいということですの

で、始めに言いましたような、方法を取らざるを得ないということでございます。  

それと、先ほど町長の答弁の中でも、答弁でありましたけども、この医療費の支

払いその決裁につきましては、社保の支払い基金なり、国保連を通じることになり

ますけども、国保連の方では、その単町での扱いは困難であるということがありま

すので、実質上困難という結論を持っております。以上でございます。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  最後に言われたその国民健康保険団体連合会、国保
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連合会が対応できないというふうに言っているのはなぜかというのがよう分かりま

せんけども、このへんも突破しようと思えばできるのかなと思うのですが、結局要

は、今話聞きまして、まぁ大変だから業務が非常に大変だからこらえてごせと、い

うふうに聞こえるんですが、これはその気になれば、できるということではないか

なというふうにわたしは思うのですけどもねぇ。どうでしょうかねぇ。まぁ、県内

確かに沢山の医療機関があります。町内の方が利用されるのは、そんな全県ではな

くて、まぁ西部、米子、ねぇ管内だとは思うのですけども、西部医師会との話し合

いで、そのへんはできるんじゃないかなと思うのですが。  

実はですねぇ、これを実施している自治体もあるわけですよね。あるわけなんで

す。わたしの調べたところでは。県内ではないのかも知れませんけども、これ県外

になりますけども、岡山県の真庭市の場合なんですよねぇ、ここには乳幼児・児童・

生徒医療費受給資格者証っていうのを提示すれば、ここはさらに進んでですね、一

部負担金の割合も無料と書いてあるのですよねぇ。まぁ、大山町の場合は、かなり

拡充もされて評価するところなんですけども、まだそういう一部負担金、今のさっ

きの入院１，２００円、それから入院外５，０００、いや５３０円ってあるわけで

すが、真庭市の場合は無料と、一部負担金無料となっております。聞いてみました

らわたし、これあの合併時の市長さんの公約にあって、これをやったんだというこ

とでした。ですから、その気になればできる。やる気の問題でないかというふうに

思うんですよね。町長、そのへんで努力するお考えはないのかお伺いしたいと思い

ます。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  大森議員さんの方から、えっとまぁ最終的に町長のやる気

かという質問かなと思っておりますけれども、やる気の問題と負担の問題、ある程

度の一定のご負担をいただくということについてのやはり基本的な姿勢は、わたし

は必要でないかなと思っております。まぁ、やる気があるから色々な施策をさせて

いただいておるわけでありまして、その点についてはご理解を願いたいと思います

けれども。ほんとに無料がすべていいのかなぁという問題があります。医療の関係

で行かれる方のなかで、ほんとに無料であるから、ちょっと行ってみようかという

ことにひょっとしてなるようなきっかけになる、これもある面ほんとにそれがいい

のかなぁという観点もあったりするのかなぁと思っておりまして、やはり必要最小

限のご負担ということはいただくなかで、医療にかかっていただくということが、

わたしは基本的には大切でないかなと思っているところであります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  はい。あの、今わたしが質問しているのは、Ⅰ点目
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のことでして、今の負担については、２点目として、またこのあと質問しますけれ

ども、このこういう資格者証を作成してね、これを提示するだけで、あとでまた役

場に申請に来なくてもいいじゃないかなっていうことなんですよ。これ資格者証の

発行というのが、可能ではないかということなんですよね。その気になればできる

んじゃないかということを、わたしは言いたいんです。その手間が省けるだけでも、

保護者は、やっぱりありがたいと思われますし、さっきのその受診抑制ということ

が、起きる可能性もありますよねぇ。あぁ面倒くさいなぁとかねぇというようなこ

と。まぁこれちょっと、あとで一部負担金のところでまた言いますけども。そのこ

とでわたし質問しているんです。事務的な膨大なこの業務がどうなるということな

んですけども、その利用者のこと考えたら、子育てっていうことを考えたら、それ

ぐらいのことはできないのかなと、まぁ大変だと思いますよ。そう簡単に言うけど

も、大変なことだよ、大森さんなに言っとうだと、言われるかも知れませんけども、

そこが行政の手腕、見せどころではないでしょうか。それによって町民の皆さん、

保護者の皆さんが喜ばれるなら、これ以上の喜びは行政にとってもないじゃないで

しょうかねぇ。  

これは、ほんとに小さなことだと思うんですけども、なぜそれができないのか、

こういう資格証を出すことができないのか、特別医療の方には受給の資格証が発行

できているのに、こっちはなぜできないのかっていうのがよう分からんですけども、

まぁ単町でやっているからということなのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと

思います。それも。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい。大森議員さんの方から、よう分からんということで

ございますので、その点について、事務方のほうで色々と検討しているところであ

りますので、担当課のほうから述べさせていただきたいと思います。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  議長、福祉介護課長。  

○議長（野口俊明君）  戸野福祉介護課長。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君） 先ほど、理由を１点、２点申し上げましたけども、

あの別なですね、問題点もございまして、いわゆる付加給付金とまぁ言っています

けども、他の保険者の一部ですけども、関係で、保険者のほうから、治療について  

付加給付金として支給される場合がございます。また、あの児童あるいは保育、ま

ぁ児童、小・中学生については、学校の保険等にも入っておりますが、そちらから

の給付もございます。で、これらについては、そういう給付の金額が確定するのが、

しばらく時間がかかります。長いものでは３カ月、４カ月あるいは半年ぐらいかか

るものもあるようです。治療に日にちがかかって、そしてその後と、いうことにな

ります。ですので、もし受給証等でですね、その場でお支払いがなくって、通常の
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医療費をすくすくのほうでお支払いしてしまうと、あとでそちらのほうの精算とい

いますか、それが出てくるということと、それと受給証、あっ、資格証、すくすく

で例えば資格証を作ってするということになりますと、特別医療と他の、失礼しま

した、他のお支払いと同じように、町からの医療費の支払いは、保護者の口座のほ

うに振込みということになりますけども、それらについても事前にすべての方に登

録をしていただかなければならないということで、なってきますので、そういうよ

うな、結果的には利用されない場合もある方についても、事前にすべての方に登録

をしていただくようなことで、かえって保護者の方のご負担が出てくる場合もある

ということもありまして、そういったようなことも含めて、ちょっと現実的に難し

いのではないかというふうに判断しているところでございます。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  はい。えらい後ろ向きなんですけども、前向きにな

ってもらえないようですが、本当に忙しい中ですから、そういうことはこらえてご

せという気持ちも分からんでもないですが、でも、いいことはやっぱり積極的にや

って欲しいなと思うんですよね。現に、いま例に示しました真庭市の場合があるわ

けですから、ちょっと調査してみるとか、ここで聞いて研究してみるとか、って  

いうことは十分価値あることだというふうに思うんですよね。そういう考えはない

でしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい。大森議員さんの思いは、感じることは分かります、

できますけれども、現在こうして取り組みを進めております制度について、それぞ

れ利用していただく方々も多いという状況もあります。制度を変えてというなかで、 

非常に事務の煩雑さ、あるいは職員へのさらに色々な業務の拡大、逆にもっともっ

と人員を減らしてでもいかなければならないだないかというように、ご指摘をいた

だいたりという状況もあったりするなかでありますので、色々なご意見はあろうと

思いますけれども、総合的に判断しながら、できること、できないこと、決めてい

かなければならないではないかなと思っております。全国の中で、そういった取り

組みをしておられるところがあるということでございますので、参考にさせていた

だく場合はあろうかと思いますけれども、現在、県のほうでもこうした特別医療制

度拡充という取り組みも検討なされている現状でありますので、その状況を見守り  

たいなと思っておりますし、支援をしっかりしていきたい、いきたいなと思って   

おるところであります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  
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○議員（３番  大森正治君）  はい。まぁ、研究するぐらいはできるじゃないかな

というふうに思うんです、思います。若干、今町長の話の中にもその思いが入って

いたように思うんですけども、もうちょっと前向きにね、研究してみてできるもの

ならやってみようかというふうに、やっていただきたいと思うんですが、まぁその

ことを期待してね、そのふたつ、２点目の質問のほうに行きたいんですけども、一

部負担金、1 回５３０円通院の場合、入院１，２００円ですね。ちょっとこの負担金、

この額の根拠というのはですね、なに、どこから出ているのでしょうかね。ちょっ

と説明していただきたいと思います。ちょっと、基本的な質問になりますけども。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい。冒頭にも述べさせていただきました。また、詳しい  

ところは、担当課のほうからも述べさせていただきたいと思いますけども、県の特

別医療制度、助成制度がございます。これを町として、拡充をしていくと、制度と

して充実させていくという捉え方のなかで、進めていた経過がございます。詳しい

ところにつきましては、担当課のほうから、述べさせていただきます。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  議長。福祉介護課長。  

○議長（野口俊明君）  戸野福祉介護課長。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  個人負担金の根拠は、というご質問にお答えをさ

せていただきます。  

〔「あっ、あの特にまた額も。」「額もなんでこの額になっているか。」と呼ぶものあ

り〕  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  この額につきましては、現在入院１日あたり１，

２００円、通院１医療機関１日につき５３０円ということになっております。これ

は、県の制度に合わせておりますが、この県の特別医療費でなぜこの金額か、とい

うことで説明をさせていただきます。県の医療、特別医療費制度は、昭和４８年か

ら始まっておりまして、当初は一部負担なかったですが５８年の、から一部負担が

導入されております。その時に、老人医療費に準拠するということで決められたも

のであります。当初老人医療費は、年度、年度見直しがありまして、年によって毎

年のように変わっておったようでございますけれども、平成１１年から、現在の金

額に老人医療費のほうもなってそれが続いておりました。しかし、平成１３年から

ですね、老人医療費のほうは、定率の１割負担になりましたので、それまで変動し

ておった老人医療費に合わせるということができなくなりました。で、県のほうと

しては、その時点で使っておりました今の金額をそのまま固定をして、現在まで、

その金額が続いておるということでございます。以上が、この金額の根拠となって

おります。  

○議員（３番  大森正治君）  はい。議長。  
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○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  老人医療費に準拠するということですと、それが    

１割負担になったので、じゃあ１割に、ぐらいにもできるのかなぁと思うのですが、  

ということは、この５３０円、１，２００円の根拠はちょっと高いわけですよね。 1

割よりもねぇ。そうすると、老人医療費に準拠するなら、その１割の部分ぐらいま

で、下げることができるんじゃないかなというふうに思うんですよね。というふう

に、どうしてもねぇ、負担をこのお願いせないけんって言われるなら、限りなくゼ

ロに近づけるという努力は、できるんじゃないかなと思うんですよ。それはどうで

すか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  町のほうの事業を、進めてきた経過もございますので、担

当課のほうから、その経過も含めて、述べさせていただきたいと思います。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  議長。福祉介護課長。  

○議長（野口俊明君）  戸野福祉介護課長。  

○福祉介護課長（戸野隆弘君）  あの、町が決定できますのは、町の医療費助成で

ありますので、町の医療費助成につきましては、その県の制度の上積みと、上乗せ

という考え方をしておりますので、県の特別医療の制度よりも、個人負担を少なく

するということは考えにくいところであります。ですので、実際県内の町村でも  

助成をしております、市町村が今多数ありますけども、すべて県のこの金額に合わ

せた助成、大山町のように全額ではなく、半額等ということで一部の負担、あの大

山町よりも助成は少ないところありますけども、金額については、県の基準に合わ

せておるという状況ですので、ご理解をいただきたいと思います。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  はい、結局はあの、あれですねぇ、財政的な負担が

大きくなるから、無理だということではどうもないようでして、そういう発言は全

然ないですから、結局色々制度的な問題、手続き的な問題、県との関係、そのへん

にあるようですので、総合的に考えれば、これはなんとかクリアできる可能性のあ

る課題ではないかというふうにわたしは、考えましたがね。まぁあの、わたしも聞

いとりますように、先ほど答弁もあったように、平井知事が来年度からは、小・中、  

中学校卒業まで、医療費を無料にしたいと、一部負担金を除いて、というその検討

に入るということがありまして、その実現性というのは、あるんじゃないかなと思

うんですけども、それが実現されれば、町としてそれに連動して当然されるわけで

すけども、それにならっただけでは、ひとつもこのなんていうの、ひとつもという

か、あまりおもしろくないですよ。町として、もうちょっとさらに進めた制度、県
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よりもね、っていうことにならないのかと、今言いましたように負担金を少しでも

もっと低くする、あるいは思い切って無料にするということになれば、あぁ大山町

さすがだな、すごいなと、子育てがしやすいなということで、若い人が移ってくる

という可能性もあります。単純にそうはいかないかも知れませんが、その可能性は

少しでもやっぱり見つける、探求すべきだろうとわたしは思いますので、努力して

いただきたいんですが、最後に時間がありませんので、その点を伺ってこの質問を

終わりますので、よろしくお願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい、繰り返しになりますけれども、大森議員さんの思い

は分かりますけれども、先ほども一部負担金の件についても、お答えをさせていた

だいたところでございます。現在の状況を続けるなかで、県の拡充、制度の拡充に

支援、尽力していきたいというぐあいに思っておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。  

○議員（３番  大森正治君）  はい。議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  次の質問に移らせていただきます。ふたつ目の提案

です。住宅リフォームへの助成で地域経済の活性化をということです。長引く不況

の下でですね、ほんとに地域経済は疲弊して、停滞した状態が続いています。当然、

大山町でも例外ではないわけですが、例えばこういうことを見聞きしております。

町内のあるこれ中小業者の組合でのことですが、その受注実績をちょっと聞きまし

たら、平成１６年からの５年間で、受注件数それから金額とも半減していると、い

うことでした。またね、ある町内の畳の製造業の方の話ですけども、いつもならこ

の夏、盆に向けては注文があるのに、今年はまったくないと、いうふうに嘆いてお

られました。これほんの一例ですけども、これを見聞きしただけでも、中小業者の

この仕事ぶりとか、暮らし向き、今はいかに大変かということが分かります。  

そこで、こういう状態から早く抜け出して、地域経済に活力を取り戻すためにで

すねぇ、自治体からの支援というのは急務ではないかというふうに、わたしは考え

ます。  

そのひとつの対策として、住宅リフォームへの助成制度の創設を提案したいと思

うんです。この住宅リフォーム助成制度というのは、個人が住宅のリフォームをす

る場合にですね、地元業者への発注を条件にします。そして、リフォーム代の一部

を自治体が補助するという制度です。例えば、そのリフォームの内容ですけども、

そのリフォームの内容は、例えばですね、屋根替えとか、屋根の塗装とか、あるい

は畳替え、床替え、雨戸の更新、風呂やトイレなどの水周りの改修、あるいは店舗

内の模様替えとか、借家にも適用している自治体もあるようです。そういう例が考
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えられます。これによって住宅の改善を容易にします。そして、地元の中小業者へ

の直接発注が行われるわけですから、仕事起こしにもつながって経済効果も高まる

というものです。鳥取県では、耐震とか、バリアフリーとか、それから県内産木材

の使用という、そういう目的を限定した助成を行っておりますけども、これと住宅

リフォーム制度を組み合わせればね、さらに効果が高まるということが期待できま

す。  

そこで、一つの例ですが、これ県内での例ですけども、この制度を導入している

のは、現在琴浦町だけのようなんですよね、県内では。その例を紹介しますが、琴

浦町では、住宅リフォーム工事費の１０％、そして上限を１０万円として補助して

います。昨年度からの開始しておりますが、先月の５月１９日現在、約１年間ちょ

っとで、１９１件、１，３８０万円を助成しています。ところが、その経済効果っ

ていうのは、３億１，０００万円。なんと助成額の２２倍にものぼっているわけで

す。これだけの需要があるということは、住宅リフォームに二の足を踏んでいた人

もあると思うんですけども、そういう人たちにも、助成制度によって、安心してリ

フォームに踏み切ったということでしょうかね。そういうことが考えられます。で

すから、当然中小業者や町民から喜ばれているわけです。  

業界の新聞で「全国商工新聞」っていうのがありますけども、その調べによりま

すと、これ全国の場合ですけども、今年３月３１日現在で、住宅リフォーム助成制

度を実施している自治体は、３０都道府県の１５４の自治体にも拡がっております。

これ、昨年の５月と比べまして、１．８倍に増えているということです。このよう

にですね、総合的に考えて見ますと、住宅リフォーム助成制度というのは、地域経

済を活性化させる、住民にも喜ばれる、そういう制度としてですね、わが大山町に

も導入する価値というのは十分あると、わたしは考えますが、町長の所見を伺いま

す。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田、町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  はい。大森議員さんの二つ目の質問でございます、住宅リ

フォーム助成で地域経済の活性化をということについてお答えをさせていただきた

いと思います。  

ご紹介いただきました琴浦町を始め、全国各地で類似をした制度、これに取り組

んでおられるようでありまして、金額の問題はともかくといたしまして、住宅リフ

ォームという新しい需要を生み出し、それを地元の小売り、小規模事業者の方に限

って対応していくと、いうことの中での地域経済の活性化に大きく寄与する事業で

あるというぐあいに思っておりますし、認識をしております。本町でも中小企業者

の皆さんの活性化に結びつくように、いくつかの独自の施策に取り組んで来たとこ

ろでございますけれども、先ほど述べられましたようなこうした直接的に町内だけ
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で通貨が流通する制度は、検討に私も値するものであるというぐあいに思っており

ます。今後、本町での制度導入につきましても、もちろん財政の問題、あるいは対

象になられます方々への公平性の問題、そういったことを勘案しつつ、研究をして、

検討をして、いきたいというぐあいに考えておるところであります。今後とも、ま

た相応しい事業等のご提言ございましたら、ご助言を賜りたいと思います。答弁に

代えさせていただきます。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  非常に前向きの答弁だったというふうに思います。  

これについてはですねぇ、ちょっと紹介したいんですけども、さっきちょっと言い

ました「全国商工新聞」の中でも触れてあるんですが、これ最近の新聞ですけども、  

「仕事が増えてみんなが元気、トップは畳店、行政後押し。岩手県宮古市住宅リフ

ォーム促進事業」という見出しで、宮古市の例が述べてあります。今、琴浦町の例

もあったのですが、似たような反響があってるようでして、例えばここの宮古市の

例ですけども、この４月からスタートしている制度ですけどね、当初５００件５，

０００万円の予定を行政側はしたようですが、その予定が僅か２週間で４３１件の

申請が出され、急遽５００件を追加したと、６月議会で市はさらに１，５００件を

追加する予定で、計２，５００件、２億５，０００万円の予算規模になりますと。

それぐらい金を出しても十分これは、皆さんの要望に応えていい事業だから、やろ

うということだと思うのですが。  

そしてですね、この制度設計にあたって、市が苦心したのは、業者のニーズと市

民のニーズを結ぶことと、制度の使い易さ、そしてお金の地域内循環だったと書い

てあります。その宮古では、年間５０億円の普通建設費があるんだけども、仕事の

大半を請け負うのは、大手の建設業者、市内の業者は下請けに入るだけで、地域経

済の活性化に十分つながらなかったからだと、さらにそのためですね、市内の中小

業者が、元請になるような制度はできないかっということで、その役場内、あ、庁

内で検討した結果、創設したのがこうだそうです。２０万円以上の工事に１０万円

の補助をするという制度、これを考えたと。そしてなんと、これがヒットしたとい

うんですね。２０万円以上に限ると。詳しくはまた、これ、参考にまた、してもら

ったらと思うんですが、差し上げますので。そういうふうに、ほかのこれ例ですけ

ども、非常に業者にとっても、またあの住民にとっても喜ばれる制度だと思います

ので、是非積極的に前向きに進めていただきたいんですが、これを進めるとしまし

たらですね、具体的にどういう作業、まぁちょっといま触れられましたけども、必

要でいつごろまで目途にできるのかということは、あの分からないでしょうか。そ

の点をお聞きしたいと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  
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○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい。大森議員さんのほうから、この制度についての紹介

や、色々な、いつごろからかというようなご質問であったと思います。この事業に

つきましては多分、昨年あるいは一昨年あたりから、経済活性、経済危機対策の国

の交付金事業、そういったものの絡みのなかで色々と各地で知恵を出されながら出

てきた事業ではないのかなというぐあいに思っております。本町におきましては、

そういった国の経済対策関係の交付金を使って、特に商工会のほうとの連携をとる

なかでは、お買い物券の発行であったりとか、あるいは中小企業の方々への、どう

してもこう運転資金であったり、色々な形のなかでの資金繰りという形のなかで、

融資に対する保証料の助成であったりとか、特に今年はお買い物券という形をとり、

なくしましたけれども、緊急雇用という雇用対策ということで、県や町も含めての

雇用対策という形での取り組みをしておる状況がございます。  

まっ、そういったなかで先ほどご紹介のありましたこの住宅リフォーム制度、こ

れまで取り組んできましたなかで、どうしても対象にならなかったのかなぁ、ある

いは少しこう対象外の方々にあったのかなぁという感じもするところもございます。

まっ、広くそういった経済対策を拡げていくなかで、検討をする、に値する制度で

はないかなぁというぐあいに思い、先ほど述べさせていただいたところであります。

ただし、その制度を進めていくということになりますと、リフォームという形の言

葉でくくってしまいますと、簡単ですけれども、建物ということになりますと、大

工さんであったり左官さんであったり、あるいは水周りのことがあったりとか、い

ろんな関わりが出てまいります。どういったところに拡げていくのか、どういった

資金が必要なのか、それこそ限られた財源の中で、今一生懸命知恵を絞りながら、

町としての施策も講じさせていただいている、先ほどのすくすく子育て支援の関係、

議員さんのほうからたくさんの単町で積極的にやる気をもってやれと、いうメッセ

ージ多いですけれども、限られた財源のなかでやはり優先順位であったり、今の状

況を勘案しながら、取り組んでいかなければならない状況であると思っております

ので、色々とご提案をいただくなかで、研究をさせていただいたり、色々な調査を

したりして、あるいは県の、先ほど少し触れられましたけれども、県のほうからの

２２年度から木産材を使った建物であったりとか、そういう個人の住宅に対する制

度等も出てきております。そういったことの絡めもですね、やはりＰＲしたりする

事業の中では必要であろうと思っておりますし、それの制度がほんとにまたすぐ使

えるのかという問題もあります。ここは少し時間をやっぱりかけるなかで、研究を

していかなければならないというぐあいに思っておりますので、ご理解を願いたい

と思います。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  
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○議員（３番  大森正治君）  はい。あの、大山町ではね、これまでも小規模工事

希望者登録制度を導入して、これ県内の自治体でも数少ないようですけども、やっ

ぱりこの精神を生かしていただきたいと、それは十分に町長もあると思いますので、

思います。積極的に他の例等もありますので、それを研究していただいて進めてい

ただきたいということを期待して質問を終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで、大森正治君の一般質問は終わりました。ここで休

憩をいたします。再開は、３５分。  

午前１０時２５分  休憩  

────────────────・───・────────────────  

午前１０時３５分  再開  

○議長（野口俊明君） 再開いたします。続きまして、一般質問、１番  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  はい。改めまして、おはようございます。今回の議

会から、一問一答方式、質問回数が制限がなくなるということで、しっかりと政策

論争をしていきたいと思います。それでは、通告に従いまして、今日三つ質問をし

たいと思います。  

まず、一つ目、町営住宅の今後についてです。中山地区に建設されました町営の

若者向け住宅は、入居募集開始から約２カ月が経過しましたが、入居できる世帯数

８戸に対して、現在半分の４世帯しか入居者がありません。金額面では、家賃が１

カ月あたり２万円ということで、これが原因ではないというふうに思っております

が、需要それから立地またＰＲ方法、それから間取り、入居条件、それから町全体

の施策など様々な原因があるのではないかと思っております。  

そこで、次の３項目を質問したいと思います。  

まず一つ目、現在半分の入居しかないのは、何が原因だと考えておりますでしょ

うか。二つ目、この８戸を満室にするために、今後は何に力を入れていかれるつも

りでしょうか。そして三つ目、今後、町営住宅を建設するにあたって、例えば公設

民営などの方法、新しい方法は検討しないのか。以上３項目、答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  はい。竹口議員さんの町営住宅の今後についてということ

につきましてお答えをさせていただきます。  

中山、町営のなかやま団地若者向け住宅でございますけれども、若い方々の定住

促進の政策として計画をし、地域の活性化「若者定住」これを目的として、平成２

１年度事業として建設をいたしたところでございます。  

 「若者定住」の目的・効果をより高めるために、公営住宅法非適用住宅のリース

方式により建設して３月末の完成、そしてそれに伴い、一次募集を４月８日から行

いまして、受付期間を４月１５日から４月２３日の間で募集を行って６名の入居の
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申し込みがあったところでございます。  

一次募集入居の申し込み者の審査のほうを、大山町若者向け住宅入居審査委員会

におきまして、審査を行い、入居の基準に適合いたしました５名を決定をいたしま

したけれども、後日１名の入居の辞退があったために、結果といたしまして、一次

募集では４名の方の入居が決定をいたしたというところでございます。二次募集を

５月の２６日から６月９日の間で行って、１名の入居の希望がございまして、入居

の手続きを現在行っているところでございます。現在４戸の入居と１戸の入居予定

でございますけれども、今後は随時受付のほうを行うことといたしまして、ＰＲも

含めて広報に努めてまいりたいと思っております。  

なお、募集にあたりましては、防災無線、町のホームページ、ケーブルテレビの

３チャンネル、そういったところを利用して、ＰＲを行っているところでございま

す。  

まず、一番目の何が原因か、ということについてでございますけれども、入居の

全戸入居にならなかった、その原因といたして考えられますのは、勤務地が米子市

の場合に、どうしても通勤時間がかかったりしすぎる、そういったことによって、

敬遠されているのかなぁとことも推測できますが、現在募集開始後約２カ月経過を

いたしておるところでありまして、今後そういった原因等について、調査し検討し

てまいりたいというぐあいに考えておるところであります。  

二つ目の満室にするための、今後は何に力を入れるかということについてでござ

いますけれども、引き続き大山町のホームページ、あるいはテレビの３チャンネル、

そういった利用、そして状況よっては、Ｉターンの方・Ｕターンの方、そういった

方々を含めた町内、町外の方々へのＰＲ、これも検討し取り組んでいかなければな

らないというぐあいに考えております。  

三つ目の、今後の町営住宅を建設にあたって公設民営などの方法は検討しないか、

ということについてでございます。国や地方公共団体が施設を設置して、その運営

を民間の企業・団体に代行させます公設民営方式は、学校や県民・市民活動サポー

トセンター、あるいは保育所、老人福祉施設、病院等において行われているところ

でございます。特に平成１５年９月に、地方自治法が改正をされまして、公の施設

に公の施設の管理に、指定管理制度が導入され、この指定管理制度を導入するか、

といったこと、そういった面での、公設、公営にするか選択するうえでは、町営の

住宅については町が管理するということによって、維持管理の軽減が図れるんでな

いかというぐあいに思っております。家賃の低減にそういったことによって、町営

によることによっての低減に繋がるものというぐあいに思っておるところでありま

す。特にこの町営住宅については、指定管理制度ということではなくって、町営で

の管理ということを、今取り組みを進めておるというところであります。また、今

後の町営住宅の建設計画につきましては、中山地区ではこの住宅の増設計画という



 138 

のは予定としてはございますけれども、他の地区での新たな建設計画というのは、

現時点では持っていないというところでございます。以上であります。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  はい。今説明がありましたけれども、この若者向け

住宅は、公営住宅法非適用住宅ということで、公営の住宅というのは通常住宅困窮

者に向けて対する施策であると思っておりますが、この若者向け住宅は、その困窮

に対する施策というよりは、町内定住者の増加を主な目的としているといったよう

な説明であったかと思います。で、その中においてですね、若者の定住という割に

はですねぇ、細かいちょっと事務的な話になりますけども、入居に際して、町内の

保証人がですね、別世帯で２名必要だということがあったり、まぁこれは条例に明

記されておりませんので、事務段階での問題かと思いますが、こういったことがで

すね、入居者が少ない理由にもなっているのではないかと思いますが、そういう細

かいところを質問したいのではなくてですね、その町長の若者定住促進に対する思

いが、役場組織の末端まで、伝わってないんじゃないかなというふうに思いますが、

どうでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  はい。質問の趣旨が、十分ちょっと理解できないところが

ありますけれども、この取り組みについては、以前から、この若者向け住宅という

ことで施策を講じているところでありまして、その取り組みについても議員の皆さ

んのほうからも、ご意見をいただいたりするなかで、取り組みを進めております。  

当然職員のほうのこういった事業を取り組んでいくということについての、周知は

あっておるというぐあいに思っております。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君） はい。今の意図はですね。若者向け住宅、Ｉターン、

Ｕターンを今後まぁ、Ｉターン、Ｕターンも含めて、町外、県外にもＰＲしていこ

うということですが、町内の別世帯で２名の保証人がいるというようなことで、町

外や県外からＩターン者、Ｕターン者が、ほんとに入りやすい住宅になっているの

かどうかここが問題で、事務段階の問題かと思いますが、町長の思いが、そういう

実際実行する職員に伝わってないんじゃないというところを質問したのですが、も

う一度答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。   

○議長（野口俊明君）  森田町長。  
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○町長（森田増範君） はい。内容は、要項の件かなぁと思います。経過について、

少し担当課のほうから、述べさせていただきたいと思います。  

         〔「休憩をお願いします。」という声あり〕  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  休憩をお願いします。   

○議長（野口俊明君）  はい。森田町長。  

○町長（森田増範君）  えっと、担当課のほうから述べさせていただきたいと思い

ますけども、この保証人がなぜかということかなぁと思います。その点について、  

担当課のほうから述べさせていただきます。  

○建設課長（池本義親君）  議長、建設課長。   

○議長（野口俊明君）  池本建設課長。  

○建設課長（池本義親君）  町営住宅の保証人のことであります。これはあの、こ

の若者向け住宅に限らず、一般住宅につきましても、２人の保証人の方、できれは

町内の方、町内でない場合には、町外の方といったことでお願いをしとります。と、

申しますのは、現在滞納問題といった大きな問題も抱えておりまして、家賃の滞納

がかなり出ております。その際、本人さんから、支払い、家賃の支払いが行われな

い場合につきましては、保証人さんのほうに請求させていただくといった滞納対策

も考えております。また、あのご質問の町内、町外といいますか、Ｉターン、Ｕタ

ーンの方へのＰＲ、で保証人はどうかということでありますが、まぁＩターン、Ｕ

ターン者につきましては、恐らく県内、町内の方だろうと思っております。で、あ

れば、近隣の親戚の方、そういった方に保証人になっていただくと。で、お願いで

きればなというふうに思っております。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  はい、あまり細かい事務的なことを、ここで追及す

るつもりはありませんが、そういったですね、ほんとにＩターン、Ｕターン者を呼

び込もうと思えば、障害になっているものを取り除くのが、まず先決だと思います。  

家賃の滞納の問題などがあるかと思いますが、敷金も３カ月分、入居時に徴収して

いるわけですし、それ以外にも、事前に審査を行って入居者を決めているわけです。  

そこまでの慎重さが必要なのかなと、いうところが疑問に思っているわけですが、  

まぁあの、町長のもうちょっと町長の考えを色々と聞いていきたいと思いますので、

別の質問をしたいと思います。  

なんの事業もですねぇ、絶対に失敗するなと、その８戸町営住宅建てたら、すぐ

に満室になるような、事業にしろというのは、ほぼ不可能かなと思います。絶対に  

建ててれば、全部満室になるというようなことだったら、民間がやると思いますし、  

しかしまぁ失敗だと判断したら、８戸ののうち４戸しかまだ入居がないというふう
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に思った時にですね、若者向け住宅にこだわらなくても、方針変更、リカバーして

ですね、その後その町営住宅の事業の結果を良くすることはできると思います。  

例えば、この提案は、条例改正が必要になるかと思いますが、場合によっては、

Ｉターン、Ｕターンの若者限定じゃなくて、定年退職された高齢者の方、そういっ

た方の定住促進も兼ねていると、そういったようなことも、できるかと思いますが、

どうでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。   

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  竹口議員さんのほうからの質問でございます。まず保証人

の関係でございますけども、わたしもやはり県内であれ、県外であれ入居していた

だく時、そしてそれ以降も、５年あるいは場合によっては８年、居続けていただけ

る町営住宅でございますので、入っていただく上では、やはり保証人制度、これは

必要であるというぐあいに認識をいたしておるところであります。  

それから方針の変更は、現在で入居者が少ない、方針変更はどうかということの

ようでございますけれども、取り組みを進めていく中でも当初からも、また議員の

皆さんの方からもご意見をいただきながら取り進めてこさせていただいた経過ある

と思っておりますけれど、特に中山地区の方での子どもの減少、そういった形の歯

止め、なんとかできればなあ、あるいは増える方法はできないのかな、そういった

捉え方の中で、まず中山地区にこうした若い方が入居されたら２０年も３０年もと

いうことでなくって、短い期間の中で次にこうまた変わっていただくような形の捉

え方でのこういったリース方式への取り組みをさせていただいた経過があります。   

また施設の広さからしますと、もう一棟あたりできるのかなというぐあいに思っ

たりはしておりますけれど、まずどういう需給状況といいますか、どういう反応が

あるのかな、たぶん大丈夫だろうけれども、でも建ててみなければ実際にどれだけ

の入居があったり反響があったりするのかなという思いの中で、まずこの二つの建

物を建てさせていただいた経過があります。若い方が入っていただくということが

大きなテーマでありますので、方針変更ということについて今の段階で検討する段

階ではないと思っています。時間を少しかけながらでも、やはり次にこの中山の方

に入って、住んでいただいて次につながるような形での若い方々の入居、これを積

極的にＰＲしていく、広報していくということが、今大切であろうと思っておりま

す。  

いろいろな形の中でＩターン、Ｕターンという話もありますけれど、就農、特に

大山町で就農したいなという方も若い方の中でもあったりしておるようであります。

特に空き家、あるいはそういったところに住居を求めるという場合もありますけれ

ども、特にこの大山町でそういった思いのある方々がおられて、ここで農業を始め

たいという方があるとするならば、こういった施設に入っていただきながら、こう
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いった住宅の方に入っていただきながら、就農の活動をしていっていただくという

こともあるんではないかなと思っております。  

今は、そういう状況で３名ほどの部屋が空いているというところでありますけれ

ども、これからも若い方が何とか中山のほうに住んでいただいて、次につながって

いくという道筋を取り組みを進めてまいりたいと思ってるところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  ちょっとあまり意図が伝わっていないかなと思いま

すが、時間の制約もありますので、保証人がいらないと言ってるんじゃなくて、２

人も必要ないんじゃないかっていうような話で、保証人の方の収入も確認もします

し、Ｉターン、Ｕターンで入ってくるんなら、保証人一人でも、敷金とるんなら一

人でも十分じゃないかなというような思いでしたが、まあまだ始まったばかりの事

業ですので、長い目で見ていきたいと思います。時間の制約がありますので、次の

質問に移りたいと思います。  

 ２つ目の質問、町長の交代で滞っている案件があるかどうかということについて

です。  

昨年の選挙で町長が代わってから１年以上が経過しました。町長就任以来、前町

長の方針と異なる施策がいくつかありましたので、前町長の決定した施策、まあ継

続か変更かをさまざま場で説明されてきたかたと思います。で、この１年間で、お

おむね方針が出そろったように思えましたが、前町長時代の議会の会議録を読み返

してみるとですね、現町政の方針がちょっと不明だなというような点がありました

ので質問させていただきます。  

具体的に気になった案件の１つとして、前教育長が平成１８年の１２月議会で、

特別天然記念物のオオサンショウウオについて、「観察施設を設置できないか、文化

庁や県教委と協議を重ねているところ。ある条件のもとで飼育が可能ならば、どこ

かに施設を設置して、子どもや町民に見てもらえるのでないかと考えている。」とい

う主旨の答弁をしております。  

そこで次の三項目の質問をしたいと思います。  

まず一つ目、会議録を読みまして、事務局職員やいろいろな人に話を聞きますと、

当時の教育委員会事務局では、具体的に進めようとしていた話に見えます。で、そ

の後、具体的な話が出ていないように思いますが、現状と今後はどのようになって

おりますでしょうか。  

二つ目、町長や教育長の交代により、職員が進めてよいか迷うような事業、また、

滞っている案件っていうのは、他にはないのでしょうか。  

三つ目、特別天然記念物の動物が生息している町というのは、国内でも数少ない。  

現状では、実物のオオサンショウウオを見たことがない町内の子どもも多く、町の
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シンボル的存在や町民の誇りなどになるには至っていないと感じますが、観光や教

育にとっては大山町オリジナリティを出せる１つの存在であると思います。どう考

えておりますでしょうか。以上３項目、答弁願います。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  教育委員長、伊澤百子君。  

○教育委員長（伊澤百子君）  おはようございます。よろしくお願いします。  

ただいまの町長交代で滞っている案件のうち「子どもや町民に見てもらえる特別

天然記念物オオサンショウウオの施設を設置することの現状と今後は」という竹口  

議員さんのご質問にお答えいたします。  

 大山町に生息しているこの特別天然記念物オオサンショウウオという、その生態

を観察するのは自然界で行うのが一番よいのですけれども、なかなか簡単にはでき

ないっていうことから、今議員さんご指摘のとおり、平成１８年当時の議会におき

まして、監督官庁の許可を得て観察施設を設置できないか、文化庁や県の文化課と

協議をしているところであるとお答えしております。  

併せまして、飼育が可能ということになれば施設を設置して大山町の天然記念物

を子どもたちや町民の皆さんに身近に見ていただきたいという希望も述べておりま

す。それ以降、具体的な話が出ていないということに対して少しご説明をさせてい

ただきます。  

当時の思いといたしましては、名和小学校新校舎建設時のビオトープ構想の中で

の位置づけを検討しておりまして、国・県との調整によってある程度の手応えを持

っていたわけですが、現実的な課題がいくつか持ち上がりました。  

先ず、水の問題です。水質は自然流水または井戸水によることとし、水道水では

いけないという指導がありました。またさらに、ため池ではなく、常にきれいな水

の流れがあるということも求められました。  

次に、保護上の問題で、オオサンショウウオそのものの盗難からの保護や安全対

策。確実な監視・管理体制、ひいては人的配置が求められました。  

そしてこれらを網羅した上での今度は経費の問題です。で、結局、学校建設に併

せては難しいということで、そのときは実現困難ということになりました。  

その後、町内での何度かのオオサンショウウオが発見され、そして放流されると

いうことがありましたが、ケーブルテレビでご覧になった方もあったと思いますけ

れども、その折に、小学校等で直接観察してもらう機会を設けることや、オオサン

ショウウオを実際に現地で観察する自然観察会を催すなどの取り組みを行ってまい

りました。  

また、オオサンショウウオの研究や保護活用に努力されている全国組織「オオサ

ンショウウオの会」というのがありますが、その年一回の大会に事務局の担当者が



 143 

参加して最先端の情報を得るとともに、河川管理の面で、頻繁に保護活動に携わっ

ていらっしゃる県土整備局等に、その管理地への具体的な施設設置についての協議

を図ったりもしてきたところです。  

そして本年も、県の森林環境保全税活用事業をＮＰＯ法人の大山王国と協同で実

施予定でございますが、その一環として、オオサンショウウオのガイドブックを専

門の先生方にお世話になって作成をするとともに、さらに充実した現地観察会とい

うのを実施する予定でございます。  

今後の方向性ですが、さまざまな工夫をしながら、子どもたちに特別天然記念物

であるオオサンショウウオの生態を紹介したり、直に見てもらう機会を設定しなが

ら、郷土の財産として大切にしていくよう取り組んでいくことがまず必要ではない

だろうかというふうに考えております。  

ただ、施設を作るということになりますと、相手が特別天然記念物ですので、半

永久に施設を維持管理していくことになりますので、これにつきましては慎重に進

めていく必要があるかなというふうに考えております。  

自然流水を確保して、管理者を確保して、オオサンショウウオにとっても観察者

にとっても確実な安全対策を施した施設建設となると、なかなかにそういった施設

の建設は難しいと考えております。以上でございます。  

 そういたしましたら、町長さんの前ですけれども、先に先ほど質問いただきまし

た２番目と３番目も合わせてご返答いたします。  

 まず、２番目の町長や教育長の交代により、職員が進めて良いか迷うような事業、

また、滞っている案件は他にはないのかというご質問に対しては、教育委員会はご

存じのように首長から独立した行政委員会です。また教育行政の基本方針というも

のも、委員全員による合議制で決定して推し進めていきますので、首長や教育長の

交代により、それを理由に何か方針が大きく変わる、また滞るというようなことは

ないものというふうに思っております。竹口議員さんのほうでご心配いただいてお

ります案件等がもしございましたらご指摘いただければというふうに思います。  

３番目の観光や教育にとってはオリジナリティを出せる一つの存在であるがどう

か、オオサンショウウオがそういう存在であるかどうかという質問でございました。 

 特別天然記念物のオオサンショウウオは、岐阜県より西の地域で生息しておりま

して、鳥取県内では倉吉市より西に分布が集中しております。大山の北の山麓から

南西の山麓では各河川で生息が知られておりまして、大山町をはじめ、日野・日南・

江府・伯耆・南部・米子市で生息が確認されています。  

オオサンショウウオは河川における自然界の階層の頂点に位置する生物でありま

して、生息しているということはその河川の自然環境の豊かさを示すバロメーター

であり、ひいては町の自然環境の豊かさを示すシンボル的存在ではないかと思っと

ります。  



 144 

教育委員会といたしましては、河川の開発行為からオオサンショウウオやその生

息の環境を保護する取り組みを核に、これまでどおり、機会あるごとに保護そして

啓発に努めていきたいと考えております。  

また、先ほど申し上げましたとおり、発見されたオオサンショウウオを放流地確

保までの間には、できるだけ多くの小学校の子どもたちに観察してもらうとか、自

然観察会、町民の皆さんに向けての自然観察会を企画するなど、こうした機会を活

かしながら、まずふるさとの貴重な財産として大山町の子どもたちにも町民の皆様

にも、広く認識していただけるよう今後も努めてまいりたいと思います。以上でご

ざいます。  

○町長（森田増範君）  議長。   

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  竹口議員さんの方から私のほうに質問がございました２つ

目と３つ目の件につきまして、お答えをさせていただきたいと思います。  

 町長や教育長の交代によって職員が進めていく中で迷うような事業、滞っている

事業、ないかという質問についてでございます。  

町長交代以降大きな方向転換を行ってきた事業、そういった事柄につきましては、

その都度職員の方には資料や情報の提示、あるいは現状の把握等について、総合的

な見地から判断ができるよう指示をし、取り組み進めているところでございます。  

 町長就任後、職員とも特に意見交換を持ちコミュニケーションを図りながら行っ

てきているところでございまして、特に緊急を要するものについてご質問の様なも

のは無いとわたしは思っております。  

 また、熟慮しながら、検討すべき案件、そういった事柄については、担当職員と

十分に調査や研究をしながら、事業内容等についてお互いに共有し、課題解決に向

けて取り組んでいきたいという具合に考えているところでございます。  

 そして３つ目の、オオサンショウウオを観光面でどう考えるかについてでござい

ます。  

 オオサンショウウオに限らず野生生物の保護活動と観光振興、この並立について

は克服をしていかなければならない課題があるというぐあいに認識しておりまして、

観光利用面につきましては、私は慎重に検討していくべきであるというぐあいに考

えておるところでございます。以上で終わります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  わたしは過去４年間の事実関係がですね、情報源が

会議録中心になってしまいまして、お気づきの点があればということでしたが、特

に気になる点はないので、直接行政側に滞ってる案件があるのかどうかということ

を聞いたところでございます。  
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 時間もありませんので、一つだけ追及質問したいと思います。  

わたしもですね、光徳小学校出身でありまして、光徳小学校の何年生だったか忘

れましたけども、ある時に田んぼで近所のおじさんがオオサンショウウオがいたと

いうことで、放流するまでの間、小学校で観察したというような経験がありまして、

その時に、これが天然記念物なんだというふうに認識したわけですが、もしその事

実がなければ、今もそこまで実感がないのかなと思ったりもしております。  

それでまあ、隣りの島根県ではですね、瑞穂で、今でいう邑南町ですかね、「瑞

穂はんざけ自然館」というオオサンショウウオの自然観察施設がありまして、これ

は町長への質問になるかと思いますが、同じ資源、同じ観光資源で他の市町村と勝

負する際にですね、やっぱりこの瑞穂のはんざけ自然館というのは２０００年４月

にオープンということですが、こういった同じ資源で勝負するにあたって、その他

町に遅れをとるのは、凄く致命的なんじゃないのかなと、今から作っても後追いに

なってそんなに目立ったことにならないのではないのかなというふうに思いますが、

どうでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。   

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  竹口議員さんの方からサンショウウオの件について、他町

の方でそういった施設があるということについての、他町についての遅れをとるの

ではというご質問かなというぐあいに思っておりますけども、先ほど教育委員会の

方からも述べましたように、現在ある状況、これをしっかりと維持管理をしながら、

地元の子どもたち、あるいはそういった貴重な資源を守り育んでいくということが

わたしは大切でないかなと思っておるところでありまして、そういった大きな施設

を作ってということについては、全く考えたりしているところではありません。今

そういった話をいただいて全く空白状態でありますので、検討もしたことがありま

せん。そういうところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  次の質問も多くの議論の展開が必要かと思いますの

で、次の質問に移りたいと思います。  

３つ目になりました。子どもの髄膜炎予防ということで質問させていただきたい

と思います。  

今年の２月、子どもの髄膜炎を予防する「小児用肺炎球菌ワクチン」が発売され

た。また、２００８年１２月には、同じく髄膜炎を予防する「ヒブワクチン」が発

売されております。国内では、毎年約１，０００人の子どもが髄膜炎にかかりまし

て、５０人前後は死亡し、１００人から２００人は発達障害などの重い後遺症が残

っているとみられております。  
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大山町におきましても、先日の補正予算で、小児用ヒブワクチンのみの接種費用

の助成が決定しております。その助成額は 1 回あたり３，０００円で、接種にかか

る費用は１回あたり７，０００円～８，０００円ぐらい。そのときの説明では、保

健課長の説明では、６，０００円から８，０００円ということでしたけれど、まあ

だいたいそれぐらいということになっております。小さい子どもほど効果的だとさ

れておりますヒブワクチンは、生後７カ月未満に接種を開始しますと、合計で４回

の接種が必要となります。これは助成を受けても全部で２万円程度の費用がかかる

こともあります。  

そこで次の２項目を質問したいと思います。  

まず一つ目、１回あたり３，０００円の助成とした根拠は、補正予算の質疑で保

健課長に聞いたとおりです。これは、他の市町村の現状をみて、特に説明の中では

伯耆町が今年度から接種費用の半額助成を行うということが、基準になっておりま

して、非常に消極的な施策に感じました。この助成を決めるに至った行政運営にお

ける町長の理念はどのようなものか。お答えください。  

それから二つ目、小児用肺炎球菌ワクチンは国内で販売されてからまだ４カ月ほ

どですが、海外では１０年前から接種が始まっているワクチンです。  

 髄膜炎の発症は６０％がヒブ、３０％は肺炎球菌が原因となっております。この

度は、小児用肺炎球菌ワクチンの助成が含まれておりません。なぜ、小児用肺炎球

菌ワクチンを助成の対象に含めなかったのか。以上２項目答弁願います。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  竹口議員さんの３つ目の質問であります。子どもの髄膜炎

予防についてでございます。  

 一つ目のヒブワクチンの助成を行うこととした、私の行政運営理念についての質

問ということについてでございます。  

まず冒頭に申し上げますけれども、非常に消極的な施策でないかというご質問で

ございましたけれど、私は全くそのように思っておりません。そのことを一言先に

述べさせていただきたいと思います。  

ヒブワクチンの助成を行うこととした私の思いについてでございますが、鳥取県

内１９市町村の内、このワクチンに助成している自治体は、本町を除くと１市３町

でございます。全国的にも、任意の予防接種に対して公費助成を行っている自治体

は少ないと把握いたしております。  

この度のヒブワクチン助成は、子育て支援対策の一環でありまして、私の思いで

あります元気あるいは安心、そういったまちづくりに添うものでございます。  

二つ目の小児用肺炎球菌ワクチンを助成対象にしなかった理由についてでござい

ます。  

小児用の肺炎球菌ワクチンは、厚生労働省の認可によりまして、今年２月に接種
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が可能となったところでございます。接種開始からまだ４カ月と日が浅く、ワクチ

ンの供給量、接種の効果・副作用、そういった事柄の情報が少ない現状であります。  

このようなことから、全国でも助成対象としております自治体、４月の時点でござ

いますけれども、２市町しかございません。  

しかし、小児用肺炎球菌ワクチンもヒブワクチンと同様に、最大で４回の接種が

必要となり、接種の料金は、ヒブワクチンよりも高く設定されておりまして、希望

者の負担感は大きいものと思っております。  

本町といたしましても、今後、ワクチンの効果、あるいは副作用、副反応、そう

いった事柄の状況や、国の動き、県の動き、住民の方々のニーズ等、把握をしなが

ら、そういったことに努めながら、住民の皆さんの視点であるいは現場の視点で総

合的に判断をしていきたいと考えております。以上で終わります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  追及質問の中でまあワクチンの説明を細かくしよう

と思ってましたが、ちょっと置いときまして、今答弁いただいた中でですね、まあ

議員の皆さんも聞いていただいたとおり、なんか判断基準がですね、「全国的にも」

とか「全国でも」、また「県内の動きを」、このような凄く主体性がない話が多かっ

たように思います。まあ肺炎球菌ワクチンに関しては、全国でも助成対象としてい

る自治体は４月時点で２市町しかありません。これちょっと北海道のどこかと、も

う１個だったかと思いますが、町長、これ副作用の情報、それから接種効果ワクチ

ン供給量、そういった情報が少ないから、状況を見ているというような答弁でした

が、なぜこの全国で２市町ですね、一つの市と一つの町ですか、は助成をしたと思

いますか。答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  何故かということについては、それぞれが判断されたとい

うことだろうと思っております。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  そこの判断がどういったものだと推測されますか、

町長。答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  推測とおっしゃいましてもなかなか言葉がありません。ど

ういう意味合いかなというぐあいに思いますけれども。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  
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○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  はい、推測しにくいということで、わたしが勝手に

推測をしますと、その２市町というのは、おそらく子育て支援を充実させていこう

という市、そういう町なのではないかとわたしは思っています。まあ予算、これは

限りがありますので、何に使うかというのは、それぞれの自治体で変わってくるも

のだと思います。農産品の話で大山ブランドということを町長はよく話をされます

けれど、子育てしやすい町というソフトの面、この充実が、まあ自治体のブランド

になるんじゃないか。大山ブランドになるんじゃないかなというふうにわたしは思

っております。先ほどの大森議員の一般質問の中でも、町長答弁でありましたけれ

ども、鳥取県でも平井知事が子どもの医療費助成制度を全国トップレベルに引き揚

げたいと、これは医療費の話ですけれども、いう方針を示しております。やっぱり

全国トップレベルの鳥取県の子どもの医療助成制度をやっていく中で、その中でも

大山町はさらにトップレベルの助成をしますよというようなことになれば、やっぱ

り全国でも注目されると思います。  

このたびの肺炎球菌ワクチンの、おそらく北海道の町が一番だったかと思います

が、その町が助成を開始した時というのは、話題になりました。新聞にも載ってい

たかと思います。ま、こういうですね、助成制度、先ほどのまた大森議員の話を出

しますけども、医療費の助成、窓口負担分を無くすとか、まあワクチンの全額助成

する先進地だというような自治体のブランドを作っていけばですね、全国から注目

されて、最初の質問ではないですけども、若者の定住にもつながってくるんじゃな

いか、そういったところを含めての施策だというふうに思っておりますが、町長に、

選挙公報のとき、２番目でしたかね、子育てしやすい町を目指しますというふうに

うたっておられましたけれど、町長にその子育てしやすい町を目指す考えは今も熱

い思いとしてあるのかどうか、答弁願います。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  いろいろ話の中であります、熱い思いがあるかどうかとい

うことでありますけれども、熱い思いがあるので、いろいろな施策を講じてきてお

るところであります。  

子育て支援ということにつきましては、たくさんの視点がございます。制度とい

うこともありますし、わが町では、合併をいたしましてから幼児教育課という課を

設置をして、保育所あるいは学校教育、そういった連携を持つ仕組み取り組み、あ

るいは保育所、今施設の充実をという形の中で取り組みを進めておったりしており

ます。あるいは先ほど話がございました医療費の制度であったりとか、このヒブワ

クチンの問題だったりとか、いろいろな子育て支援についての施策はございます。

進んでいるところも先ほどこの小児用の肺炎球菌ワクチン制度が２つでしょうか、

あるということであるかもしれませんが、そこの町がトータルとしてどのような施
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策をしているのか、それは分かりません。それぞれの町の中で重点をおきながら子

育て支援、策を講じていくと、限られた財源の中で工夫をしながら取り組みしてい

くということであります。当然その効果を見るために、周辺で取り組みが進めてお

ります効果のあるものについては、やはり遅れをとることなく、すべきであろうと

思いますし、本当にこれが大丈夫なのかな、そういうものについてはやはり慎重に

屈すべきであると思っています。議員の皆さんの方からも大切な税金をというご指

摘があります。いろいろな思いが議員の皆さんの方にもあろうと思いますけれども、

そこはそれぞれいろいろなことを検討する中で一つひとつを取り組みをするもの、

あるいは時間をかけるもの、あるいはできないもの、そこは精査をしながら判断を

しながら進めていかなければならないと思っております。そういう意味合いで子育

て支援ということについては、大山町も大きな力を入れながらその取り組みをして

いるということも述べさせていただきまして、答えに代えさせていただきたいと思

います。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  今、聞いておられる方の中には助成なんかしなくて

も子ども手当てが月に１万３，０００円出てるじゃないか、それを使って接種した

らいいんじゃないの、というふうに思っておられる方っていうの、あるかと思いま

すが、この子ども手当ての使い道っていうのは本当に保護者しだい、子どもが受け

たいからって言って受けれるようなワクチン、予防接種ではないんですね。で、子

どもに選択肢がない。だからこそ自治体で手厚く助成する必要があると思います。  

で、本来はですね、国や県が率先してやるべきことだと思います。で、これはわ

たしの勝手な推測ですが、どうも日本人気質のような感じで慎重すぎると思うんで

すよね。で、世界でも副作用が少ない、何千万人という子どもに打たれてて、重度

な後遺症が残るというような事例がないようなワクチンで、そのリスクを考え、責

任の追及を恐れてですね、なんかよりリスクが少ない選択が出来ていないんじゃな

いかなというふうに思います。髄膜炎で死亡したり後遺症が残るリスクと副作用が

出るリスク、これどちらが大きいですかっていうのも一目瞭然で、悩むところじゃ

ないというふうに思いますが、どうでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  いろいろな案件の中で。先ほど竹口議員さんの方からも事

例を述べながら、話がありましたけども、慎重に判断すべきことと即断すべきこと

があります。  

案件によってそのことを自分自身も常に緊張感をもって判断をしていかなければ

ならないと思っておりますので、先ほどご提案いただていますワクチンの件につい
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ては、やはりもう少し慎重を期しながら、検討していかなければならないと考えて

おるところとでありますので、答えになるかどうかと思いますけれどもよろしくお

願い申し上げたいと思います。  

○議員（ 1 番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（ 1 番  竹口大紀君） 慎重を期すということでしたけれど、どこに他にリス

クがあるのか、わたしにはあまり見当たらないわけですが、財源の問題もあるかと

思います、接種に対して。しかしながら、来年度、鳥取県医療費助成中学生以下ま

で、拡大するということで、今、大山町独自に行っております小学生、中学生への

医療費助成の制度、平成２１年度見込みで約６００万ぐらい大山町支出していると

いうことで、来年度からもし県の施策が始まれば、県が半分負担ということで３０

０万ぐらいは、子どもの医療費に対する予算が浮いてくるわけです。そういった事

を充てていけば財源の問題はないのかなというふうに思っております。  

もう最後の質問になるかと思いますが、ま、その将来的にはですね、国や県もい

ずれは、公費助成していくんではないかと思っています。ＷＨＯも推奨しているよ

うなワクチンでありますので、国も動くのではないかなというふうに思っておりま

すが、やっぱり国や県となりますと市町村に比べまして組織が大きいので動き遅く

なるのは当然であって、その遅い動きに対応して、細やかに対応していくのが最小

の自治体の役割だというふうに思っておりますが、町長の認識を最後伺いたいと思

います。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員さんの方からはいろいろと気いせられることが多いと

いうぐあいに認識をさせていただいてるところですけれども、やはりこういった医

療費関係、制度として取り組むということになりますと、これは継続性があります。

ひとつの事業、計画して、今年一年その事業に充てるという制度では、あるいは事

業、補助事業ではないと思っております。特に医療費関係、あるいは福祉関係は継

続するものであります。当然財源が続いて必要になっていく問題であります。いろ

いろなそういったこと含めながら検討する中で、また執行部のほうから提案させて

いただくものについては、当然議会の皆さんの方から、本当にそれでいいのかとい

う、厳しいご指摘を受けたり、あるいは応援していただいたりということであろう

と思っております。さまざまなご提案は、参考意見として賜りながら今後のいろい

ろな施策の検討の中に、あるいは参考意見として留めさせていただきたいと思いま

すのでよろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議長（野口俊明君）  時間になりました。  

○議員（１番  竹口大紀君）  以上で終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで竹口大紀君の一般質問を終わります。  
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────────────────・───・────────────────  

○議長（野口俊明君）  次に１０番  岩井美保子君の一般質問ですが、昼にかかり

ますが継続して終わるまでやりたいと思いますので、議員の皆さん、そして執行部

の皆さんご協力よろしくお願いします。１０番  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  始めにお断りをいたします。声帯を痛めており

まして、非常に声が届きにくいことがあるかも分かりませんが、よろしくお願いし

ます。  

 町民の思いが町長にしっかりと届いているかということについて質問させていた

だきます。  

 町長になられましてから１年経過をいたしておりますが、町政を担当される以前

のお考えと現在との差はありませんでしょうか。  

 １ .１年間を振り返っての感想を伺います。２ .職員との連携はきちっと出来てお

りますでしょうか。３ .課長の権限と、また責任についてはどのようになっておりま

すのか、３点について質問をいたします。よろしくお願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  岩井議員さんのほうから、３つの質問をいただいておりま

して、３つ合わせてということでございますので、少し長くなりかもしれませんけ

れど、ご容赦願いたいと思います。  

まず一年を振り返っての感想はということについての質問についてでございます。

お答えさせていただきたいと思います。  

 まず一年を振り返ってみまして、本当にあっという間の一年であったという思い

と、そして一日一日が非常に緊張感のある、そして重い日々であったということを

感じておるところでございます。  

 昨年の４月下旬に、町長の職に就かせていただき、新しい大山町発足以来、取り

組まれてきておりますいろいろな事業の継続やあるいは課題、緊急的なことやある

いは突発的な出来事等、全てが町民の皆さまに直結することがらでありまして、担

当者等と意見を交換し、精査をし熟慮しながら判断を下し、町政のカジ取りを進め

てまいったところでございます。  

 特に国の経済対策交付金事業約４億６，０００万円の事業では、特に早い時期へ

の町民の皆さまへの経済的な波及、そういった効果を考えて、６月の定例議会のほ

うに予算を提案させていただき、議会の皆さんの方からも議決をいただき、早い時

期にその取り組みができました。３２の事業であったと思いますが、これが推進し、

取り組めたということがまず本当にありがたく思ってますし、この厳しい時代の中

で非常に良かったなと思っています。  

 また職員の現場の状況把握のために、各課の意見交換会、あるいはできる限りの
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各種団体の会合の出席等、できる限りの現状の把握に努めてまいったところでござ

います。  

 役場の業務は、本当に「ゆりかごから墓場まで」という人が営む上で関わる様々

な業務が職員を介して行われておりまして、その仕事の多さとそして深さを感じて

いるところでございます。  

また、そうした中で起きたごみ袋の販売代金紛失事件等、これは管理体制や、職

員間の連携、あるいは意識の温度差に起因するものとわたしは考えております。職

員は町民の奉仕者であるということを改めて自覚して職員間の連携と互いに高い意

識を持ってこれからの大山町、わたしが目指します「元気で、安心・安全・そして

安定」そうした町であるよう、さまざまな課題に向け、一つ一つ着実に、確実に取

り組むこと、その上での能動的な、積極的な姿勢の重要性を感じているところであ

ります。  

２つ目に、職員との連携についてでございます。  

 行政執行を行ううえで職員との連携は非常に重要なことであると認識をいたして

おります。  

 先ほどもふれましたけれども、月例、毎月あります管理職会はもとより、各課と

の職員との意見交換会、あるいは課長や課長補佐級との意見交換会、そして日常的

なさまざまなテーマに対する意見交換あるいは判断、そういったところを行ってい

るところであります。  

そういった中で事業への取り組み方や、抱える課題を共有して現在も連携を深め

ながらその取り組みを進めているところでございますけれども、今後も職員とのコ

ミュニケーションを図りながら、取り組みを進めてまいりたい、問題の課題解決に

向けて取り組みを進めてまいりたいというぐあいに思っております。  

３つ目に、課長の権限、また責任はどのようになっているのかということについ

てでございます。  

 課長には「大山町事務決裁規則」により、事務処理に関して意思決定の決裁事項

が細やかに定められております。  

 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するため定められたもので

ございまして、通常の事務処理はこの規則によって行っております。  

 しかしこれは、課長に権限を移譲するというものではありませんで、事務処理に

関して速やかに意思決定させることを目的としているものだと認識をいたしており

ますので、行政執行をしていくうえで、課長の権限、それはないものというぐあい

に考えています。  

 また、課長の責任につきましては管理監督者として指導監督に適正を欠いた場合、

監督責任を問われるものと考えておるところでございます。以上であります。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  
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○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  ただいまご答弁をいただきました。今回から一

問一答式にということに変わってきましたので、今ご答弁いただいた中からずーと

順をおって、また町長に再質問させていただきます。  

突発的な出来事などというのは、昨日からも一般質問の中に出てきておりますご

み袋の問題や、山香荘の問題であったのでないかと思っております。そういう突発

的なことが起きるということに対して、わたしの考え方なんですが、全職員が結局、

確認という仕事といいますかその作業といいますか、それを怠っているからこのよ

うな問題が突発的に出てくるのではないかと思います。わたしも直接このような確

認の出来ていない事案を経験いたしましたので、一つ町長に申し上げたいと思いま

す。  

それは一本の電話からでございました。うちの土地に、カラスの捕獲器が置いて

あって、うちは何も許可したことがないと。ですのに、そのようなことがあってい

いのでしょうかと、いう電話が入りました。わたしは農業委員も兼ねておりますの

で、ああ、これは農業委員会に届けなきゃいけないのかなと思ったですが、担当者

に聞いてみたほうが早いんじゃないかと思いまして、その方に担当課を説明いたし

ました。で、その方は担当課の方に、わたしが１回担当の方にお知らせして、すぐ

行っていただくようにしました。そうしましたら、やはりその通りであるというこ

とだったんですね。  

そういう捕獲器を人の土地に置くというようなことは、もう基本的に確認ができ

ていない。だからそういうことが起きるんですよね。人の土地に許可もなく置くと

いうことは大変なことです。それで、この事案はですね、一般会計の中で出ており

ました、補正予算の中に今回のあがっておりまして、公有財産購入費として６万５，

０００円上がっております。幸いにも少しの土地、それから単価も本当に安い単価

で、わたしは確認をさせていただきました。この方のところに行きまして、ちょっ

と一般質問にも触れさせていただきますという許可も得ました。この問題は、担当

の方が、確認をしなかったのか、または、捕獲器を委託された方が、確認をしなか

ったのか、それはわたしには分かっておりませんが、いずれにしても人の土地に無

断でそういうものを置いたという、そうしましたら、理解ある方でございまして、

その方は町にでも土地は寄付するということを言われたそうでございますが、担当

課としては「そういうわけにはなりません」ということでこのたびの補正で上がっ

てきております。これはもう承認しておりますから、金額に関して何も言うことは

ございませんが、やはり全職員が、確認ということを怠っているからこのようなこ

とになるのではないかと。とにかくまず確認、行政大変ですけれど、昨日の同僚議

員の一般質問の中にも、町長の答弁で課長の確認事業もたくさんできたと。合併し

たために仕事量もたくさんあるんだということをおっしゃいましたですけれども、
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やはりまず確認、全職員が確認していただかないといろいろな場面でこのようなこ

とに、社会問題に発展するということをわたしは思っております。  

で、先ほどご答弁いただきました中でですね、いろいろ町長の感想も述べていた

だきましたし、能動的な姿勢の重要性を感じているということでございますので、

そのようなことを徹底していただいたり、それから職員との連携は意見交換を行い

ということでございます。ですけれども、わたしの思いといたしましては、本当に

末端まできちっと町長さんの思いが伝わっているのかな、職員さんにと思う場面も

見受けられます。そういう事業の中での取り組み方、抱える課題を共有しながら連

携を高めているところですということでございます。ですから安心していてもいい

でしょうかと言いたいんですけれども、そのような事案も発生しております。  

それから、この確認という事項でもう一つ申し上げたいことがあります。それは、

わたし指定管理に出されました時に、名和の総合運動施設には、加工所がございま

すので、慎重にしていただかなければいけませんということを申し上げておきまし

た。その今指定管理をしておられます方でですね、加工所の中の使用をですね、み

くりや市が豆腐を今、ただいま販売しております。そのみくりや市が営業許可もと

っておりますし、本人たちもその衛生講習を受けたりしてちゃんとした手続きを踏

んでおりますが、そのみくりや市が使う日にですね、もう一組を受け入れられると

いう指定管理のやり方なんですよ。今までの指定管理の方はそういうことは絶対ご

ざいませんで、一つのところが受けたら、売り物ですから、部外者が入ったら絶対

いけませんので、そういうことはきちっとしておりました。山香荘の問題にいたし

ましても同じことだと思います。本当に確認ということをきちっとしてないからこ

のようなことになるのだと思いまして、ただいまはみくりや市でどういうこともご

ざいません。食中毒が出たとかそういうことはございませんが、ひとつの加工所で

二組も三組もいくら広いからといって使用することは保健所では許可はできないと

思っております。  

そのような確認事項が、ずるずるとやっているということに対して、わたしは本

当にそういう思いがしてなりません。以後も発生してもおかしくないという気がし

ておりますので、町長の見解を求めます。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  岩井議員さんの方から確認ということのテーマとそれから

指定管理の関係の加工所の関係の２つのお話かなという具合に伺っております。  

おっしゃいますように、確認ということがわたしも一番大切なことであると思っ

ておりますし、昨日の西尾議員さんのほうの質問の中でも、先ほど述べられました

件について、るる述べさせていただいたところでございます。  

まず、基本的に自分たちのところからということで、自分の免許証の確認作業か
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ら、あるいは公務員として、やるべき基本的なことを着実にやるということの確認、

あるいはこれまでこれだったからということでの前例に対して、本当にそうだろう

かということについての法令根拠をもとにした見直し、あるいは決定権、そういっ

たことも進めております。また副町長の方からも話がございましたように、全職員

を対象にしながらの行動規範、これを確認する意味あいでの研修会や、接遇の研修、

さまざまなことを、こういう重なってきた時であるからこそやり始める、今しかな

いという思いで、一つひとつを着実にやるということを基本に進めているところで

あります。  

先ほど話がございましたように、職員２３０名ほどおります。末端までわたしの

思いが届いているのかというご不安、ご質問でございますけれども、わたしは隅か

ら隅まで直接職員と出会う機会がなかなかありません。この思いをきちっと伝える

のは、私は管理職であるというぐあいに思っております。  

 先ほど非常に合併をして仕事が増えた、管理職は大変だということ、昨日も西尾

議員さんの方から、とてもなりてがないのではないかという冗談も含めたお話がご

ざいましたけれども、管理職の仕事は本当に重いですし、増えております。でもプ

ロでありますから、そこの職を、おる以上、それをやり遂げるのが、わたしは仕事

だと思っております。どうしてもそれで勤めれないならば、自分はできませんとい

うことをわたしに書き物として持ってくるのが、あるいはそういったことをわたし

がまた判断するのが、大切なのかなと思っておりますけども、そういう思いで今お

るところであります。  

さまざまな問題点を抱えながら、あるいはこれを一つの大きな区切りとして、職

員一人ひとりが合併の、旧３町のそれぞれの経過があるわけですけれども、それを

もう一度、流れは流れとして、あるいは特長は特長として抱えて、プロとしての意

識をもってやり始めるのがこの大切な機会じゃないかと思っていますので、またい

ろいろな形でのご指導賜りたいと思っております。  

 それから指定管理に関します加工所の関係でございます。加工の段階での取り組

みということでありますので、担当課の方からもし把握していれば話を、説明をさ

せていただきたいと思いますが、特に保健所ということをおっしゃいましたので、

そういったところの絡みがもしあるとするならば、これはしっかりと調査をし研究

して検討しなければならない、判断をしなければならないというぐあいに思ってい

ます。この件について担当課の方から述べさせていただきたいと思います。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの質問につきましては、担当課長の方より

返答させていただきます。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  議長。社会教育課長。  
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○議長（野口俊明君）  手島社会教育課長。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  失礼いたします。先ほど名和のトレーニングセ

ンターにあります施設等の利用につきましてご請求いただきました。皆さま方、ご

存じのとおりに昨年度まで担当しておりました、指定管理に出しておりましたＴＫ

ＳＳさんの方からこのたび株式会社かいけさんの方へ指定管理が移りました。その

時点で引継ぎ等について、やはり若干の滞りがあったのではないかということも確

認はしております。  

そのことも含めまして何が適切かということも確認、先ほどいただいた言葉どお

り確認いたしまして適切な処理ができたらと思っておりますが、今の件につきまし

て、詳細を全然自分が知らずにおりました。本当に申し訳ないことで今はお言葉が

出されないで申し訳ないんですけども、確認させていただいたうえで、また改めて

と具体的な返答ができたらと思っております。申し訳ございません。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  ただいまこれから気をつけますということで、

調べてもみますということでございました。これは早急にしていたただかなければ

いけない問題だと思っています。  

それから公有財産の購入の件についてですが、もう通っていることですので、あ

れですけども、確認いたしまして６万５，０００円の土地ですね。もしこれが最初

からここの場所でなければいけなかったということなら、最初からここを購入して

おけばよかったじゃないかなと思うんですが、場所をおき違えてここに置いたとい

う観点ということでありますれば、担当者が置かれたのか、委託者でしたのでしょ

うか。ちょっとこれね、買わなくてもいい土地だったんじゃないかと思うからそう

質問するんです。本当にきちんとしたあれがないのに買ったということになってお

りますので、よろしくお願いします。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  この件につきましても担当課の方から、私の方に報告を受

けております。まあかなり前、数年前からの案件であったようでございまして、そ

れがごく最近になってから気がついたということであったようであります。担当課

の方から詳しく少し詳しく述べさせていただきます。  

○建設課長（池本義親君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  池本建設課長。  

○建設課長（池本義親君）  先ほどの岩井議員さんのご質問のカラス檻の件であり

ます。２１年度までわたしが農林水産課の課長をしておりましたので、前年度２１

年度に処理した事項でありますので、わたしの方から説明させていただきます。  

この件につきましては、平成１９年にカラス檻を設置したものでありますが、そ
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の際、地図の公図を確認した際に、現地の境界がもうはっきりしていないといった

こともありまして、隣りの土地の方に現地に立会いをしていただいて、了解を得て

設置をしたもんであります。  

ところが、その本人さんの土地とだと思って了解を得て置いたわけなんですが、

後日隣りの土地の方から「うちの土地だ」といったクレームが入りました。それも

岩井議員さんからも入ってきたわけなんですが、で、再度現地の方を調査いたしま

して、境界をはっきりさせましたところ、隣りの土地に設置をしてあったというこ

とでありました。で、わたしもこの報告を受けまして、すぐさま本人さんのところ

に伺いまして、お断りを申し上げ、了解をいただいたとおりであります。  

で、特にそのカラス檻を永久的にコンクリート構造物等で設置をするといったも

のではありませんが、施設そのものでありますので、当然土地としては賠償させて

いただくといったのが筋だということで、本人さん、まあ先ほどおっしゃったよう

に寄付でもということをおっしゃっていただきましたけども、そういった施設であ

りますので当然土地は買収させてくださいということで本人さんのご了解を得たと

ころであります。  

したがいまして確認といったことをご指摘であります。確かにきちんとした測量

をして、境界をはっきりして、それから設置するといったことが正しいことであり

ますが、その境界確認を費用も掛かるということで大まかな検討で現地を確認した

といったことも誤りでございましたので、訂正して、本人さんにはお詫びに行った

ところであります。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  申し訳ありません。１点だけ。先ほど岩井議員さんの方か

ら職員の方へのわたしの思いが通じているのかということについて、管理職の方の

非常に思いという話もさせていただいたところでございますけども、事件があった

りする中でわたしの思いをその都度、朝礼、全職員を集めて朝礼をし訓示をしたり

しておるということも合わせて述べさせていただきたいと思います。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君  

○議員（１０番  岩井美保子君）  はい、大変時間もせっておりまして昼も過ぎま

したので、本当に町行政において、確認ということをきちっと守っていただけたな

ら大変いいぐあいにいくんじゃないかとわたしの思いもしております。町長にこれ

以上質問をするということはあれですけれども、もう一度、確認という言葉を町長

どのように思っておられますか。はっきりとお聞かせください。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  公務員として法を守る、そして法を町民の皆さん方のほう

にお示しをする、あるいは相談にのっていくという立場にあるものでありますので、



 158 

確認ということが非常に基本であるということであります。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで岩井美保子君の一般質問は終わりました。  

────────────────・───・────────────────  

散会報告  

○議長（野口俊明君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会

します。次会は、２５日金曜日に会議を開きますので、定刻までに集合してくださ

い。ご苦労さんでした。   

────────────────・───・────────────────  

午後０時８分  散会  
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